
別紙2 出産費等の直接支払制度概要

組合員等

医療機関等

公立学校共済組合静岡支部

支払機関
（国保連・支払基金）
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④出産費用が出産費等の給付額を下回った場合の差
額及び附加金は、組合員が共済組合へ請求する。

⑥差額及び附加金を支給

④医療機関等から専用請求書に基づき費用請求

⑦医療機関等へ支払
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直接支払制度を利用した場合
・ 出産費用が出産費等の給付額を下回った場合の差額分及び附加金は、組合員が出産費・家族出産費同附加金請求書（短期
給付関係様式第12号）により共済組合へ請求する。

＊契約は組合員名（組合員の合意）
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直接支払制度を利用しない場合
・ 出産費・家族出産費同附加金請求書（短期給付関係様式第12号）により共済組合へ請求する。


